
長野県教育委員会では、

を推進しています
学校における働き方改革

朝から、授業と生徒への対応で、昼休みもほとんどとれません。
生徒の下校後は、担当している校務、学級事務などで、

翌日の授業準備が十分にできない状態です。

【中学校女性教諭 Ａ先生の一日】
  6:00　起床　朝食
  7:00　出勤　授業準備
  8:15　朝の会　授業など
12:35　給食指導　生徒対応
13:35　授業　集会活動など
15:35　清掃指導　帰りの会
16:30　部活動指導
18:30　家庭連絡　学級事務
　　　　校務　授業準備など
21:00　帰宅　夕食　持帰り仕事
24:00　就寝

保護者・地域の皆様へ

子どもたちのための働き方改革です
子どもたちが充実した学校生活を送るために、教職員が
授業づくりや自己を高める研修に打ち込める環境を整えます。

部活動の運用について

時間外の対応等について

部活動の運用、時間外の対応等について、ご意見を伺いながら進めてまいります

活動基準に沿った運用をします
部活動指導員を配置します

以下のことについて、全県で一斉に
取り組む方向で、検討を始めています。

全ての学校が「スポーツ活動指針」の基準で活動します
　❖平日に１日、土日に１日の休養日設定
　❖朝の部活動は行わない
　❖平日の総活動時間は２時間程度
　❖休日の練習は、午前、午後にわたらない

学校職員として、部活動の顧問
を担当します。
実技指導の他、大会・練習試合
等の引率、保護者等への連絡、
事故発生時の現場対応などを職
務として行います。

学校の多忙化を解消し、授業を充実させるために、
「学校における働き方改革推進のための基本方針」
を策定し、市町村教育委員会連絡協議会、県 PTA
連合会と共同メッセージを発表しました。
詳しくは裏面をご覧ください。

子どもたちが下校した後に、校
務、学級事務、授業の準備など
をするために残業をしている状
況です。
ご理解、ご協力をお願いします。

発 行 　 長野県教育委員会

【実施に向けて調整、研究を始めること】
　❖時間外の一定時刻以降の電話には、留守番電話等で対応

【実施に向けて直ちに検討すること】
　❖長期休業期間においては、一定期間の学校閉庁日を設定
　❖月２回以上の「教職員定時退勤日」を、すべての学校で設定



公
立
小
中
学
校
に
お
け
る

働
き
方
改
革
の
た
め
の
共
同
メ
ッ
セ
ー
ジ

長
野
県
教
育
委
員
会
は
、
長
時
間
勤
務
と
な
っ
て
い
る
教
員
の
働
き
方
を
改
善
し
、

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
最
も
大
切
で
あ
る
授
業
の
質
を
高
め
充
実
さ
せ
る
た
め
に
、

「
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
推
進
の
た
め
の
基
本
方
針
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

 

市
町
村
教
育
委
員
会
で
は
、
県
教
育
委
員
会
の
基
本
方
針
を
踏
ま
え
、
教
員
が

授
業
づ
く
り
や
子
ど
も
た
ち
の
指
導
に
専
念
で
き
る
環
境
を
整
え
る
た
め
の
方
針
を

定
め
、
各
学
校
が
そ
の
実
態
に
応
じ
た
業
務
改
善
に
組
織
的
に
取
り
組
む
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
連
携
体
制
を
構
築
し
ま
す
。

 

県
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
で
は
、
家
庭
と
学
校
と
地
域
が
果
た
す
役
割
を
再
確
認
す
る
と

と
も
に
、
保
護
者
と
教
職
員
が
学
び
合
い
、
し
っ
か
り
と
ス
ク
ラ
ム
を
組
み
、
厚
い

信
頼
関
係
を
基
盤
と
し
て
、
地
域
ぐ
る
み
で
子
ど
も
を
育
む
た
め
に
、
学
校
に
お
け
る

働
き
方
改
革
を
応
援
し
ま
す
。

 

基
本
方
針
に
お
い
て
、
全
県
で
一
斉
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る
時
間
外
の

留
守
番
電
話
で
の
対
応
や
、
長
期
休
業
中
の
閉
庁
、
ま
た
、
部
活
動
の
活
動
基
準
の

徹
底
や
教
員
以
外
の
方
が
顧
問
と
な
る
部
活
動
の
実
施
等
、
い
ず
れ
も
保
護
者
や

県
民
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
な
く
し
て
は
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

 

県
教
育
委
員
会
、
市
町
村
教
育
委
員
会
、
県
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
は
、
学
校
に
お
け
る

働
き
方
改
革
は
喫
緊
の
課
題
と
認
識
し
、
三
者
で
連
携
し
て
、
保
護
者
や
県
民
の

皆
様
の
ご
理
解
を
得
な
が
ら
取
組
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
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委

員
会

長
野
県
市
町
村
教
育
委
員
会
連
絡
協
議
会

長
野
県
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会

信
州
発
ス
ク
ー
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

長
野
県
教
育
委
員
会

直
ち
に
取
り
組
む
こ
と

中
期
的
な
取
組
（
３
～
５
年
）

業
務
の
削
減

業
務
の
分
業
化
、

協
業
化

①
会
議
の
精
選
と
効
率
化
を
推
進
し
、
出
張

件
数
を
縮
減

②
各
種
調
査
の
精
選
と
簡
素
化
を
推
進
し
、

事
務
処
理
の
時
間
を
縮
減

③
専
門
ス
タ
ッ
フ
（
部
活
動
指
導
員
、
ス
ク

ー
ル
サ
ポ
ー
ト
ス
タ
ッ
フ
な
ど
）
の
活
用

し
た
分
業
化
体
制
の
構
築

④
信
州
型
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
仕
組

み
を
活
用
し
た
協
業
化
体
制
の
構
築

⑤
給
食
費
な
ど
の
学
校
徴
収
金
会
計
業
務

の
負
担
軽
減
の
取
組
を
支
援

⑥
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
設
立

や
部
活
動
の
学
校
合
同
チ
ー
ム
に
よ
る

練
習
環
境
の
整
備
、
地
域
の
指
導
者
の

育
成
な
ど
、
地
域
の
取
組
を
支
援

業
務
の
効
率
化
、

合
理
化

⑦
統
合
型
校
務
支
援
シ
ス
テ
ム
の
標
準
的
な

仕
様
の
検
討

⑧
全
県
で
共
通
し
た
仕
様
の
統
合
型
校
務

支
援
シ
ス
テ
ム
の
導
入

⑨
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
に
よ
る
教
員
の
事
務
的

な
業
務
の
効
率
化
と
合
理
化
を
検
証
結

果
に
基
づ
い
て
推
進

勤
務
時
間
を
意
識

し
た
働
き
方

⑩
Ｉ
Ｃ
Ｔ
や
タ
イ
ム
カ
ー
ド
な
ど
を
用
い

て
、
年
間
を
通
し
て
、
全
教
員
の
勤
務
時

間
を
適
正
に
把
握

⑪
「
勤
務
時
間
の
割
振
り
」
の
着
実
な
運
用

⑫
「
長
野
県
中
学
生
期
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
指

針
」
の
活
動
基
準
に
沿
っ
た
運
用
の
徹
底

※
平
日
に
１
日
、
土
日
に
１
日
の
休
養
日
設
定

朝
の
部
活
動
は
行
わ
な
い

平
日
の
総
活
動
時
間
は
２
時
間
程
度

休
日
の
練
習
は
、
午
前
、
午
後
に
わ
た
ら
な
い

⑬
教
員
が
教
材
等
を
開
発
、
共
有
で
き
る
シ

ス
テ
ム
を
構
築
し
、
勤
務
時
間
が
縮
減
し

て
も
質
の
高
い
授
業
が
行
え
る
環
境
を

整
備

⑭
指
導
主
事
が
各
学
校
の
日
々
の
授
業
づ

く
り
を
支
援

学
校
の
業
務
改
善

へ
の
支
援

⑮
主
幹
指
導
主
事
が
各
学
校
の
実
態
に
応
じ

て
業
務
改
善
を
支
援

※
教
員
の
時
間
外
勤
務
時
間
が
年
間
を
通
し
て

１
ヵ
月

時
間
以
下
、
年
間
で
最
も
忙
し
い

時
期
で
あ
っ
て
も
１
ヵ
月

時
間
以
下
に

⑯
学
校
の
多
忙
化
の
要
因
と
な
る
業
務
を

引
き
続
き
分
析
す
る
と
と
も
に
、
国
の
定

数
改
善
な
ど
の
動
向
を
注
視
し
つ
つ
、
人

的
支
援
等
に
取
り
組
む

全
県
で
一
斉
に

取
り
組
む
こ
と

⑰
時
間
外
の
一
定
時
刻
以
降
の
電
話
に
は
、
留
守
番
電
話
等
で
対
応

⑱
長
期
休
業
期
間
に
お
い
て
は
、
一
定
期
間
の
学
校
閉
庁
日
を
設
定

⑲
長
期
休
業
期
間
中
の
働
き
方
に
つ
い
て
は
、
テ
レ
ワ
ー
ク
に
よ
る
勤
務
な
ど
を
研
究
し
、

実
施

⑳
月
２
回
以
上
の
「
教
職
員
定
時
退
勤
日
」
を
、
す
べ
て
の
学
校
で
設
定
し
、
実
施

学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
推
進
の
た
め
の
基
本
方
針
【
概
要
】

【
目
標
】

す
べ
て
の
公
立
小
中
学
校
、
す
べ
て
の
授
業
で
、
質
の
高
い
授
業
を
実
現
す
る
た
め
に
、
学
校
と
教
員
が
担
う
べ

き
業
務
を
明
確
に
し
、
分
業
化
、
協
業
化
、
効
率
化
を
進
め
、
長
時
間
勤
務
と
い
う
働
き
方
を
改
善
し
ま
す
。
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を


